
1 

民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理（抜粋） 

 

第１２ 保証債務 

 

 

 

１ 保証債務の成立 

(2) 保証契約締結の際における保証人保護の方策 

保証は，不動産等の物的担保の対象となる財産を持たない債務者が自

己の信用を補う手段として，実務上重要な意義を有しているが，他方で，

個人の保証人が想定外の多額の保証債務の履行を求められ，生活の破綻

に追い込まれるような事例が後を絶たないこともあって，より一層の保

証人保護の拡充を求める意見がある。このような事情を踏まえ，保証契

約締結の際における保証人保護を拡充する観点から，保証契約締結の際

に，債権者に対して，保証人がその知識や経験に照らして保証の意味を

理解するのに十分な説明をすることを義務付けたり，主債務者の資力に

関する情報を保証人に提供することを義務付けたりするなどの方策を採

用するかどうかについて，保証に限られない一般的な説明義務や情報提

供義務（後記第２３，２）との関係や，主債務者の信用情報に関する債

権者の守秘義務などにも留意しつつ，更に検討してはどうか。 

また，より具体的な提案として，一定額を超える保証契約の締結には

保証人に対して説明した内容を公正証書に残すことや，保証契約書にお

ける一定の重要部分について保証人による手書きを要求すること，過大

な保証の禁止を導入すること，事業者である債権者が上記の説明義務等

に違反した場合において保証人が個人であるときは，保証人に取消権を

与えることなどの方策が示されていることから，これらの方策の当否に
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ついても，検討してはどうか。 

【部会資料８－２第２，２(2)［４４頁］】 

 

(3) 保証契約締結後の保証人保護の在り方 

保証契約締結後の保証人保護を拡充する観点から，債権者に対して主

債務者の返済状況を保証人に通知する義務を負わせたり，分割払の約定

がある主債務について期限の利益を喪失させる場合には保証人にも期限

の利益を維持する機会を与えたりするなどの方策を採用するかどうかに

ついて，更に検討してはどうか。 

【部会資料８－２第２，２(2)（関連論点）［４６頁］】 

６ 連帯保証 

(1) 連帯保証制度の在り方 

連帯保証人は，催告・検索の抗弁が認められず，また，分別の利益も

認められないと解されている点で，連帯保証ではない通常の保証人より

も不利な立場にあり，このような連帯保証制度に対して保証人保護の観

点から問題があるという指摘がされている。そこで，連帯保証人の保護

を拡充する方策について，例えば，連帯保証の効果の説明を具体的に受

けて理解した場合にのみ連帯保証となるとすべきであるなどの意見が示

されていることを踏まえて，更に検討してはどうか。 

他方，事業者がその経済事業（反復継続する事業であって収支が相償

うことを目的として行われるもの）の範囲内で保証をしたときには連帯

保証になるとすべきであるとの考え方（後記第６２，３(3)①）も提示さ

れている。この考え方の当否について，更に検討してはどうか。 

【部会資料８－２第２，７(1)［６２頁］，部会資料２０－２第１，３(3)［２０

頁］】 

 

７ 根保証 

(1) 規定の適用範囲の拡大 

根保証に関しては，平成１６年の民法改正により，主たる債務の範囲

に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務（貸

金等債務）が含まれるもの（貸金等根保証契約）に対象を限定しつつ，

保証人が予想を超える過大な責任を負わないようにするための規定が新

設された（同法第４６５条の２から第４６５条の５まで）が，保証人保

護を拡充する観点から，主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれない根

保証にまで，平成１６年改正で新設された規定の適用範囲を広げるかど

うかについて，更に検討してはどうか。 
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【部会資料８－２第２，８［６５頁］】 

 

(2) 根保証に関する規律の明確化 

根保証に関して，いわゆる特別解約権を明文化するかどうかについて，

更に検討してはどうか。また，根保証契約の元本確定前に保証人に対す

る保証債務の履行請求が認められるかどうかや，元本確定前の主債務の

一部について債権譲渡があった場合に保証債務が随伴するかどうかなど

について，検討してはどうか。 

このほか，身元保証に関する法律の見直しについても，根保証に関す

る規定の見直しと併せて，検討してはどうか。 

【部会資料８－２第２，８［６５頁］】 

 

第１７ 弁済 

１ 弁済の効果 

弁済によって債権が消滅するという基本的なルールについて，明文の規

定を設けるものとしてはどうか。 

また，弁済の効果についての規定を設けることと関連して，弁済と履行

という用語の関係や民事執行手続による満足（配当等）と弁済との関係を

整理することについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１０－２第１，２［１頁］， 

同（関連論点）１［１頁］，同（関連論点）２［２頁］】 

 

４ 債権者以外の第三者に対する弁済（民法第４７８条から第４８０条まで） 

(2) 債権の準占有者に対する弁済（民法第４７８条） 

ア 「債権の準占有者」概念の見直し 

     民法第４７８条の「債権の準占有者」という要件については，用語

として分かりにくい上，財産権の準占有に関する同法第２０５条の解

釈との整合性にも問題があると指摘されていることを踏まえて，同法

第４７８条の適用範囲が明らかになるように「債権の準占有者」とい

う要件の規定ぶりを見直す方向で，更に検討してはどうか。 

【部会資料１０－２第１，５(2)ア［７頁］】 

 

イ 善意無過失要件の見直し 

     民法第４７８条の善意無過失の要件に関して，通帳機械払方式によ

る払戻しの事案において，払戻し時における過失の有無のみならず，

機械払システムの設置管理についての過失の有無をも考慮して判断し
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た判例法理を踏まえ，善意無過失という文言を見直す方向で，更に検

討してはどうか。 

【部会資料１０－２第１，５(2)イ［８頁］】 

 

ウ 債権者の帰責事由の要否 

     民法第４７８条が外観に対する信頼保護の法理に基づくものである

という理解に基づき，同様の法理に基づく民法上のほかの制度（表見

代理，虚偽表示等）と同様に，真の債権者に帰責事由があることを独

立の要件とすることの当否について，銀行預金の払戻しの場合に関す

る特別の規定を設ける必要性の有無を含めて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１０－２第１，５(2)イ（関連論点）［９頁］】 

 

エ 民法第４７８条の適用範囲の拡張の要否 

     判例が，弁済以外の行為であっても実質的に弁済と同視することが

できるものについて，民法第４７８条の適用又は類推適用により救済

を図っていることを踏まえて，同条の適用範囲を弁済以外の行為にも

拡張することについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１０－２第１，５(2)（関連論点）［１０頁］】 

 

第２７ 約款（定義及び組入要件） 

１ 約款の組入要件に関する規定の要否 

 現代社会においては，鉄道・バス・航空機等の運送約款，各種の保険約

款，銀行取引約款等など，様々な分野でいわゆる約款（その意義は２参照）

が利用されており，大量の取引を合理的，効率的に行うための手段として

重要な意義を有しているが，個別の業法等に約款に関する規定が設けられ

ていることはあるものの，民法にはこれに関する特別な規定はない。約款

については，約款使用者（約款をあらかじめ準備してこれを契約内容にし

ようとする方の当事者）の相手方はその内容を了知して合意しているわけ

ではないから，約款が契約内容になっているかどうか不明確であるなどの

指摘がある。そこで，約款を利用した取引の安定性を確保するなどの観点

から，約款を契約内容とするための要件（以下「組入要件」という。）に関

する規定を民法に設ける必要があるかどうかについて，約款を使用する取

引の実態や，約款に関する規定を有する業法，労働契約法その他の法令と

の関係などにも留意しながら，更に検討してはどうか。 

【部会資料１１－２第５，１［６０頁］】 
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第２８ 法律行為に関する通則 

１ 法律行為の効力 

(2) 公序良俗違反の具体化 

 公序良俗違反の一類型として暴利行為に関する判例・学説が蓄積され

ていることを踏まえ，一般条項の適用の安定性や予測可能性を高める観

点から，暴利行為に関する明文の規定を設けるものとするかどうかにつ

いて，自由な経済活動を萎縮させるおそれがあるとの指摘，特定の場面

についてのみ具体化することによって公序良俗の一般規定としての性格

が不明確になるとの指摘などがあることに留意しつつ，更に検討しては

どうか。 

 暴利行為の要件は，伝統的には，①相手方の窮迫，軽率又は無経験に

乗じるという主観的要素と，②著しく過当の利益を獲得するという客観

的要素からなるとされてきたが，暴利行為に関するルールを明文化する

場合には，主観的要素に関しては，相手方の従属状態，抑圧状態，知識

の不足に乗じることを付け加えるか，客観的要素に関しては，利益の獲

得だけでなく相手方の権利の不当な侵害が暴利行為に該当し得るか，ま

た，「著しく」という要件が必要かについて，更に検討してはどうか。 

 また，暴利行為のほかに，例えば「状況の濫用」や取締法規に違反す

る法律行為のうち公序良俗に反するものなど，公序良俗に反する行為の

類型であって明文の規定を設けるべきものがあるかどうかについても，

検討してはどうか。 

【部会資料１２－２第１，２(2)［４頁］】 

 

第２９ 意思能力 

１ 要件等 

(1) 意思能力の定義 

 意思能力を欠く状態で行われた法律行為の効力が否定されるべきこと

には判例・学説上異論がないが，民法はその旨を明らかにする規定を設

けていない。そこで，意思能力を欠く状態で行われた法律行為の効力に

ついて明文の規定を設けるものとしてはどうか。 

 その場合には，意思能力をどのように定義するかが問題となる。具体

的な規定内容として，例えば，有効に法律行為をするためには法律行為

を自らしたと評価できる程度の能力が必要であり，このような能力の有

無は各種の法律行為ごとに検討すべきであるとの理解から，「法律行為を

することの意味を弁識する能力」と定義する考え方がある。他方，各種

の法律行為ごとにその意味を行為者が弁識していたかどうかは意思能力
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の有無の問題ではなく，適合性の原則など他の概念が担っている問題で

あって，意思能力の定義は客観的な「事理を弁識する能力」とすべきで

あるとの考え方もある。これらの考え方の当否を含め，意思能力の定義

について，更に検討してはどうか。 

【部会資料１２－２第２，１［１７頁］】 

 

(2) 意思能力を欠く状態で行われた法律行為が有効と扱われる場合の有無 

 意思能力を欠く状態で行われた法律行為であっても，その状態が一時

的なものである場合には，表意者が意思能力を欠くことを相手方が知ら

ないこともあり，その効力が否定されると契約関係が不安定になるおそ

れがあるとの指摘がある。また，意思能力を欠いたことについて表意者

に故意又は重大な過失がある場合には，意思能力を欠くことを知らなか

った相手方に意思能力の欠如を対抗できないという考え方がある。これ

に対し，意思能力を欠く状態にある表意者は基本的に保護されるべきで

あるとの指摘もある。 

 以上を踏まえ，意思能力を欠く状態で行われた法律行為が有効と扱わ

れる場合の有無，その具体的な要件（表意者の帰責性の程度，相手方の

主観的事情等）について，検討してはどうか。 

 

２ 日常生活に関する行為の特則 

 意思能力を欠く状態で行われた法律行為であっても，それが日常生活に

関する行為である場合は意思能力の不存在を理由として効力を否定するこ

とができない旨の特則を設けるべきであるとの考え方がある。これに対し

ては，不必要な日用品を繰り返し購入する場合などに意思無能力者の保護

に欠けるおそれがあるとの指摘や，意思能力の意義について当該法律行為

をすることの意味を弁識する能力とする立場に立てばこのような特則は不

要であるとの指摘がある。これらの指摘も踏まえ，日常生活に関する行為

の特則を設けるという上記の考え方の当否について，更に検討してはどう

か。 

【部会資料１２－２第２，１（関連論点）［１９頁］】 

 

３ 効果 

 現在の判例及び学説は，意思能力を欠く状態で行われた法律行為は無効

であるとしているが，これは意思無能力者の側からのみ主張できるなど，

その効果は取消しとほとんど変わりがないことなどから，立法論としては，

このような法律行為は取り消すことができるものとすべきであるとの考え
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方も示されている。このような考え方に対し，取り消すことができる法律

行為は取消しの意思表示があるまでは有効と扱われるため取消しの意思表

示をすべき者がいない場合などに問題を生ずること，取消しには期間制限

があるために意思無能力者の保護が十分でないこと，意思無能力者が死亡

して複数の相続人が相続した場合の取消権の行使方法が明らかでないこと

などから，意思能力を欠く状態で行われた行為の効果を主張権者が限定さ

れた無効とすべきであるとの考え方もある。これらを踏まえ，意思能力を

欠く状態で行われた法律行為の効果を無効とするか，取り消すことができ

るものとするかについて，更に検討してはどうか。その検討に当たっては，

効力を否定することができる者の範囲，効力を否定することができる期間，

追認するかどうかについての相手方の催告権の要否，制限行為能力を理由

として取り消すこともできる場合の二重効についてどのように考えるかな

どが問題になると考えられるが，これらについて，法律行為の無効及び取

消し全体の制度設計（後記第３２）にも留意しつつ，検討してはどうか。 

【部会資料１２－２第２，２［２０頁］，部会資料１３－２第２，４［５６頁］】 

 

第３０ 意思表示 

３ 錯誤 

(1) 動機の錯誤に関する判例法理の明文化 

 錯誤をめぐる紛争の多くは動機の錯誤が問題となるものであるにもか

かわらず，動機の錯誤に関する現在の規律は条文上分かりにくいことか

ら，判例法理を踏まえて動機の錯誤に関する明文の規定を設ける方向で，

更に検討してはどうか。 

 規定の内容については，例えば，事実の認識が法律行為の内容になっ

ている場合にはその認識の誤りのリスクを相手方に転嫁できることから

当該事実に関する錯誤に民法第９５条を適用するとの考え方がある。他

方，動機の錯誤に関する学説には，動機の錯誤を他の錯誤と区別せず，

表意者が錯誤に陥っていること又は錯誤に陥っている事項の重要性につ

いて相手方に認識可能性がある場合に同条を適用するとの見解もある。

そこで，このような学説の対立も踏まえながら，上記の考え方の当否を

含め，動機の錯誤に関する規律の内容について，更に検討してはどうか。 

【部会資料１２－２第３，４(1)［３０頁］】 

 

(2) 要素の錯誤の明確化 

 民法第９５条にいう「要素」について，判例は，意思表示の内容の主

要な部分であり，この点についての錯誤がなかったなら表意者は意思表
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示をしなかったであろうし，かつ，意思表示をしないことが一般取引の

通念に照らして正当と認められることを意味するとしている。このよう

な判例法理を条文上明記することとしてはどうか。 

【部会資料１２－２第３，４(2)［３１頁］】 

 

第３６ 消滅時効 

１ 時効期間と起算点 

(1) 原則的な時効期間について 

債権の原則的な時効期間は１０年である（民法第１６７条第１項）が，

その例外として，時効期間を職業別に細かく区分している短期消滅時効

制度（同法第１７０条から第１７４条まで）や商事消滅時効（商法第５

２２条）などがあるため，実際に原則的な時効期間が適用されている債

権の種類は，貸付債権，債務不履行に基づく損害賠償債権などのうち商

事消滅時効の適用されないものや，不当利得返還債権などがその主要な

例となる。しかし，短期消滅時効制度については，後記(2)アの問題点が

指摘されており，この問題への対応として短期消滅時効制度を廃止して

時効期間の統一化ないし単純化を図ることとする場合には，原則的な時

効期間が適用される債権の範囲が拡大することとなる。そこで，短期消

滅時効制度の廃止を含む見直しの検討状況（後記(2)ア参照）を踏まえ，

債権の原則的な時効期間が実際に適用される債権の範囲に留意しつつ，

その時効期間の見直しの要否について，更に検討してはどうか。 

具体的には，債権の原則的な時効期間を５年ないし３年に短期化すべ

きであるという考え方が示されているが，これに対しては，短期化の必

要性を疑問視する指摘や，商事消滅時効の５年を下回るのは実務上の支

障が大きいとの指摘がある。また，時効期間の長短は，起算点の定め方

（後記(3)）と関連付けて検討する必要があり，また，時効期間の進行の

阻止が容易かどうかという点で時効障害事由の定め方（後記２）とも密

接に関わることに留意すべきであるとの指摘もある。そこで，これらの

指摘を踏まえつつ，債権の原則的な時効期間を短期化すべきであるとい

う上記の考え方の当否について，更に検討してはどうか。 

【部会資料１４－２第２，２(2)［５頁］】 

 

(2) 時効期間の特則について 

ア 短期消滅時効制度について 

短期消滅時効制度については，時効期間が職業別に細かく区分され

ていることに対して，理論的にも実務的にも様々な問題が指摘されて
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いることを踏まえ，見直しに伴う実務上の様々な影響に留意しつつ，

職業に応じた区分（民法第１７０条から第１７４条まで）を廃止する

方向で，更に検討してはどうか。 

その際には，現在は短期消滅時効の対象とされている一定の債権な

ど，比較的短期の時効期間を定めるのが適当であると考えられるもの

を，どのように取り扱うべきであるかが問題となる。この点について，

特別な対応は不要であるとする考え方がある一方で，①一定の債権を

対象として比較的短期の時効期間を定めるべき必要性は，原則的な時

効期間の短期化（前記(1)参照）によって相当程度吸収することができ

る（時効期間を単純化・統一化するメリットの方が大きい）とする考

え方と，②職業別の区分によらない新たな短期消滅時効として，元本

が一定額に満たない少額の債権を対象として短期の時効期間を設ける

とする考え方などがあることを踏まえ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１４－２第２，２(1)［３頁］】 

 

第６２ 消費者・事業者に関する規定 

１ 民法に消費者・事業者に関する規定を設けることの当否 

(1) 今日の社会においては，市民社会の構成員が多様化し，「人」という単

一の概念で把握することが困難になっており，民法が私法の一般法とし

て社会を支える役割を適切に果たすためには，現実の人には知識・情報・

交渉力等において様々な格差があることを前提に，これに対応する必要

があるとの問題意識が示されている。これに対し，契約の当事者間に格

差がある場合への対応は消費者契約法や労働関係法令を初めとする特別

法に委ねるべきであり，一般法である民法には抽象的な「人」を念頭に

置いて原則的な規定を設けるにとどめるべきであるとの指摘もある。以

上を踏まえ，民法が当事者間の格差に対してどのように対応すべきかに

ついて，消費者契約法や労働関係法令等の特別法との関係にも留意しな

がら，例えば下記(2)や(3)記載の考え方が示されていることを踏まえて，

更に検討してはどうか。 

(2) 上記(1)で述べた対応の在り方の一つとして，当事者間に知識・情報等

の格差がある場合には，劣後する者の利益に配慮する必要がある旨の抽

象的な解釈理念を規定すべきであるとの考え方がある（下記(3)の考え方

を排斥するものではない。）。このような考え方の当否について，検討し

てはどうか。 

(3) また，上記(1)で述べた対応の他の在り方として，抽象的な「人」概念

に加え，消費者や事業者概念を民法に取り入れるべきであるという考え



10 

方がある（上記(2)の考え方を排斥するものではない。）。このような考え

方については，現実の社会においては消費者や事業者の関与する取引が

取引全体の中で大きな比重を占めていることや，消費者に関する法理を

発展させていく見地から支持する意見がある一方で，法律の規定が複雑

で分かりにくくなり実務に混乱をもたらすとの指摘，民法に消費者に関

する特則を取り込むことにより消費者に関する特則の内容を固定化させ

ることにつながるとの指摘，抽象的な規定が設けられることになり本来

規制されるべきでない経済活動を萎縮させるとの指摘などが示されてい

る。これらの指摘も考慮しながら，民法に「消費者」や「事業者」の概

念を取り入れるかどうかについて，設けるべき規定の具体的内容の検討

も進めつつ，更に検討してはどうか。 

  消費者や事業者に関する規定を設ける場合には，これらの概念の定義

や，民法と特別法との役割分担の在り方が問題となる。「消費者」の定義

については，消費者契約法上の「消費者」と同様に定義すべきであると

の考え方や，これよりも拡大すべきであるとの考え方がある。また，民

法と特別法との役割分担の在り方については，消費者契約に関する特則

（具体的な内容は後記２参照）や事業者に関する特則（具体的な内容は

後記３参照）を民法に規定するという考え方や，このような個別の規定

は特別法に委ね，民法には，消費者契約における民法の解釈に関する理

念的な規定を設けるという考え方などがある。これらの考え方の当否を

含め，消費者や事業者の定義や，これらの概念を取り入れる場合の民法

と特別法の役割分担について，更に検討してはどうか。 

【部会資料２０－２第１，１［１頁］】 

 

２ 消費者契約の特則 

 仮に消費者・事業者概念を民法に取り入れることとする場合に，例えば，

次のような事項について消費者契約（消費者と事業者との間の契約）に関

する特則を設けるという考え方があるが，これらを含め，消費者契約に適

用される特則としてどのような規定を設ける必要があるかについて，更に

検討してはどうか。 

① 消費者契約を不当条項規制の対象とすること（前記第３１） 

② 消費者契約においては，法律行為に含まれる特定の条項の一部につい

て無効原因がある場合に，当該条項全体を無効とすること（前記第３２，

２(1)） 

③ 消費者契約においては，債権の消滅時効の時効期間や起算点について

法律の規定より消費者に不利となる合意をすることができないとするこ
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と（前記第３６，１(4)） 

④ 消費者と事業者との間の売買契約において，消費者である買主の権利

を制限し，又は消費者である売主の責任を加重する合意の効力を制限す

る方向で何らかの特則を設けること（前記第４０，4(3)） 

⑤ 消費貸借を諾成契約とする場合であっても，貸主が事業者であり借主

が消費者であるときには，目的物交付前は，借主は消費貸借を解除する

ことができるものとすること（前記第４４，１(3)） 

⑥ 貸主が事業者であり借主が消費者である消費貸借においては，借主は

貸主に生ずる損害を賠償することなく期限前弁済をすることができると

すること（前記第４４，４(2)） 

⑦ 消費者が物品若しくは権利を購入する契約又は有償で役務の提供を受

ける契約を締結する際に，これらの供給者とは異なる事業者との間で消

費貸借契約を締結して信用供与を受けた場合は，一定の要件の下で，借

主である消費者が供給者に対して生じている事由をもって貸主である事

業者に対抗することができるとすること（前記第４４，５） 

⑧ 賃貸人が事業者であり賃借人が消費者である賃貸借においては，終了

時の賃借人の原状回復義務に通常損耗の回復が含まれる旨の特約の効力

は認められないとすること（前記第４５，７(2)） 

⑨ 受任者が事業者であり委任者が消費者である委任契約においては，委

任者が無過失であった場合は，受任者が委任事務を処理するに当たって

過失なく被った損害についての賠償責任（民法第６５０条第３項）が免

責されるとすること（前記第４９，２(3)） 

⑩ 受託者が事業者であり寄託者が消費者である寄託契約においては，寄

託者が寄託物の性質又は状態を過失なく知らなかった場合は，これによ

って受寄者に生じた損害についての賠償責任（民法第６６１条）が免責

されるとすること（前記第５２，５(1)） 

⑪ 消費者契約の解釈について，条項使用者不利の原則を採用すること（前

記第５９，３） 

⑫ 継続的契約が消費者契約である場合には，消費者は将来に向けて契約を

任意に解除することができるとすること（前記第６０，２(3)） 

【部会資料２０－２第１，２［１１頁］】 

 

３ 事業者に関する特則 

(1) 事業者間契約に関する特則 

 仮に事業者概念を民法に取り入れることとする場合に，例えば，次の

ような事項について事業者と事業者との間の契約に適用される特則を設
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けるべきであるという考え方がある。これらを含め，事業者間契約に関

する特則としてどのような規定を設ける必要があるかについて，更に検

討してはどうか。 

① 事業者間契約は，債務者が催告に応じなければ原則として契約を解

除することができ，重大な契約違反に該当しないことを債務者が立証

した場合に限り，解除が否定されるとすること（前記第５，１(1)） 

② 事業者間の定期売買においては，履行を遅滞した当事者は相手方が

履行の請求と解除のいずれを選択するかの確答を催告することができ，

確答がなかった場合は契約が解除されたものとみなすこと（前記第４

０，４(4)） 

③ 事業者間の売買について買主の受領拒絶又は受領不能の場合におけ

る供託権，自助売却権についての規定を設け，目的物に市場の相場が

ある場合には任意売却ができるとすること（前記第４０，４(4)） 

【部会資料２０－２第１，３(1)［１４頁］】 

 

(2) 契約当事者の一方が事業者である場合の特則 

 仮に事業者概念を民法に取り入れることとする場合に，例えば，次の

ような事項について，契約の一方当事者が事業者であれば他方当事者が

消費者であるか事業者であるかを問わずに適用される特則を設けるべき

であるとの考え方がある。これらを含め，契約当事者の一方が事業者で

ある場合の特則としてどのような規定を設ける必要があるかについて，

更に検討してはどうか。 

① 債権者が事業者である場合には，特定物の引渡し以外の債務の履行

は債権者の現在の営業所（営業所がないときは住所）においてすべき

であるとすること（前記第１７，６(2)） 

② 事業者が事業の範囲内で不特定の者に対して契約の内容となるべき

事項を提示した場合に，提示された事項によって契約内容を確定する

ことができるときは，その提示を申込みと推定すること（前記第２４，

２(2)） 

③ 事業者がその事業の範囲内で契約の申込みを受けた場合には，申込

みとともに受け取った物品を保管しなければならないとすること（前

記第２４，７） 

④ 買主や注文者が事業者である場合においては，売主や請負人の瑕疵

担保責任の存続期間の起算点を瑕疵を知り又は知ることができた時と

すること（前記第３９，１(6)，第４８，５(5)） 

⑤ 賃貸人が事業者である場合においては，賃貸借の目的物の用法違反
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に基づく損害賠償を請求すべき期間の起算点を損傷等を知り又は知る

ことができた時とすること（前記第４５，７(3)ア） 

⑥ 寄託者が事業者である場合においては，返還された寄託物に損傷又

は一部滅失があったことに基づく損害賠償を請求すべき期間の起算点

を損傷等を知り又は知ることができた時とすること（前記第５２，６） 

⑦ 役務提供者が事業者である場合は，無償の役務提供型契約において

も注意義務の軽減を認めないとすること（前記第５０，２） 

⑧ 宿泊事業者が宿泊客から寄託を受けた物品について厳格責任を負う

原則を維持しつつ（商法第５９４条第１項参照），高価品について損害

賠償額を制限するには宿泊事業者が価額の明告を求めたことが必要で

あるとし，また，正当な理由なく保管の引受を拒絶した物品について

も寄託を受けた物品と同様の厳格責任を負うとすること（前記第５２，

１１） 

【部会資料２０－２第１，３(2)［１６頁］】 

 

(3) 事業者が行う一定の事業について適用される特則 

 仮に事業者概念を民法に取り入れることとする場合に，例えば次のよ

うな事項については，事業者が行う事業一般に適用するのでは適用対象

が広すぎ，反復継続する事業であって収支が相償うことを目的として行

われているものを指す「経済事業」という概念によって規定の適用範囲

を画すべきであるという考え方がある。「経済事業」という概念を用いて

規定の適用範囲を画することの当否や，経済事業に適用される特則とし

てどのような規定を設ける必要があるかについて，更に検討してはどう

か。 

① 事業者がその経済事業の範囲内で保証をしたときは，特段の合意が

ない限り，その保証は連帯保証とすること（前記第１２，６(1)） 

② 事業者間において貸主の経済事業の範囲内で金銭の消費貸借がされ

た場合は，特段の合意がない限り利息を支払わなければならないとす

ること（前記第４４，２） 

③ 事業者が経済事業の範囲内において受任者，役務提供者（役務提供

型契約の受皿規定（前記第５０参照）を設ける場合）又は受寄者とし

て委任契約，役務提供型契約又は寄託契約を締結した場合は有償性が

推定されるとすること（前記第４９，３(1)，第５０，４(1)，第５２，

５(2）） 

④ 事業者がその経済事業の範囲内において寄託を受けた場合は，無償

の寄託においても受寄者の注意義務の軽減を認めないとすること（前
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記第５２，３） 

⑤ 組合員の全員が事業者であって，経済事業を目的として組合の事業

が行われる場合は，組合員が組合の債権者に対して負う債務を連帯債

務とすること（前記第５３，２） 

【部会資料２０－２第１，３(3)［２０頁］】 

 


